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大阪府石油コンビナート等防災本部員・幹事等一覧表 新旧対照表 

現行一覧表 改正案 

 
大阪府石油コンビナート等防災本部本部員・幹事等一覧表（平成 29年 4月現在） 

区分 機関名等 本部員 幹事  ※常任幹事 

１号 

ˈ 

３号 

 

以下省略 

 

４号 大阪府 副知事（危機管理担当）  

危機管理監  

政策企画部長  

報道監 企画室参事（報道担当） 

危機管理室長 防災企画課長 

災害対策課長 ※ 

消防保安課長 ※ 

総務部長 市町村課長 

財務部長 財政課長 

府民文化部長 広報広聴課長 

健康医療部長 医療対策課長 

薬務課長 ※ 

環境農林水産部長 水産課長 

都市整備部長 港湾局総務企画課長 ※ 

事業企画課長 

５号 

ˈ 

９号 

 

以下省略 

 

 
  合 計   本部員：45名   幹事：66名（常任幹事 27名） 

 （注）(1) 一覧表中の区分は、石災法第 28条第５項の各号による。 

(2) 防災本部に、専門員（防災関係機関等の職員及び学識経験者のうちから知事が任命する者）

を置くことができる。 
 

 
大阪府石油コンビナート等防災本部本部員・幹事等一覧表（平成 30年 4月現在） 

区分 機関名等 本部員 幹事  ※常任幹事 

１号 

ˈ 

３号 

 

省  略 

 

４号 大阪府 

副知事（危機管理担当） 

危機管理監 

危機管理室長 

防災企画課長 

災害対策課長 ※ 

消防保安課長 ※ 

市町村課長 

財政課長 

広報広聴課長 

医療対策課長 

薬務課長 ※ 

水産課長 

港湾局総務企画課長 ※ 

事業企画課長 

５号 

ˈ 

９号 

 

省  略 

 

 
  合 計   本部員：37名   幹事：65名（常任幹事 27名） 

 （注）(1) 一覧表中の区分は、石災法第 28条第５項の各号による。 

(2) 防災本部に、専門員（防災関係機関等の職員及び学識経験者のうちから知事が任命する者）

を置くことができる。 
 

 

資料２-２ 


